
平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
受
領

答

弁

第

三

五

八

号

内
閣
衆
質
一
七
七
第
三
五
八
号

平
成
二
十
三
年
八
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
務
省
職
員
と
報
道
機
関
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
務
省
職
員
と
報
道
機
関
と
の
関
係
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

「
リ
ー
ク
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
「
秘
密
や
情
報
な
ど
を
意
図
的
に
漏
ら
す
こ
と
。
（
出
典

広
辞
苑
）
」

と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
外
務
省
と
し
て
は
、
対
外
的
に
説
明
が
必
要
な
場
合
に
は
、
報
道
機
関
に
対
し
、
適
時

適
切
に
情
報
の
発
信
を
行
っ
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

特
別
職
の
外
務
公
務
員
に
あ
っ
て
は
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
第
一
項
、
一
般
職
の
職
員
に
あ
っ
て
は
同
法
第
百
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
「
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

仮
に
お
尋
ね
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
「
我
が
国
の
外
交
、
ひ
い
て
は
我
が
国
の
国
益
」
に
与
え
る
影
響
に
つ
い

て
は
、
個
々
の
事
案
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


